クラブ理事会の運用
クラブ会則第８条
　　　　　　　　　　　　　　２０１０～２０１１年度
３３５－A地区

会則委員長　田中　充

「ライオンズクラブの運営・事業は、あらゆる提案や企画は先ずクラブ理事会において検討され、理事会がこれを適当と認めた場合は実施計画を立案して例会に提案し承認を求める。承認を受けると理事会は会員全員の協力の下にこれを執行する。

クラブ会長が任命した各委員会は理事会の諮問に答え、計画立案及び実施に当たってクラブ理事会を助ける。」これがライオンズクラブ運営に原則である。（ライオンズクラブ必携第４９版前段）

つまり、クラブ会長に任命された各委員長は、理事会の諮問に答えその事項ついて委員会で検討・協議し、その事項の主旨、並びに計画書・予算書を理事会に出席し提案する。理事会はその提案書を審議し適当であれば承認し、例会に提案、承認を求める。承認を受けた事項に関し委員会は全員協力の下これを執行する。
１・理事会はクラブ施策執行機関である。

執行機関とは、「団体の意志を実際に行う機関」という意味で、例会で承認された施策を担当委員会中心に各担当クラブ役員（各副会長・理事）を通じて実施する責任がある。

その責任を果す為には理事会は、色々な権限と義務を持っている。

２・クラブ運営・事業総て理事会を通過してから実施される。もちろんクラブの意志は例会という最高決議機関の承認を必要としますが、その例会に議案提出、報告をするのは理事会であるから、クラブは実質的には理事会のリードで運営されているといえる。
しかし、理事会という機関は元々事案を調査したり、資料を収集したり、文案をまとめたりすることには向いていないので、委員会に付託しその答申を待って結論を出すことになる。
３・委員会に事案を付託するという事は、理事会において採択された事案で有り、付託された委員会は（新会員招請事業、新しい事業、現行事業の改新等）検討・協議し企画書、又は計画書を作成し、必要有れば予算書を添付し理事会議案として提案する。
４・理事会は、クラブ役員の職務遂行に際し、委員会提案事項、会長又は執行部提案事項等その処置を改正・修正、又は取り消したりする権限を持ち、クラブ会計・財政・事業予算遂行についても責任を持つ。
５・理事会はいかなる会合においても、構成員の過半数の出席をもって定足数とする。

　　（クラブ会則第８条２項・クラブ会則・付則第３条５項）
特に規定する場合を除き、理事会の会合に出席した構成員の過半数による決定をもって理事会全体の決議とする。委任状、並びに代理出席は認めない。（国際会則第６条第５項）

６・ライオンズクラブにおいて理事会を持っているのは、国際協会と単一クラブのみで、自主性を持った独立した団体においては、理事会は必要不可欠な機関であり、それだけに理事会を構成する人材には実行力に冨み、良識ある人材を選定しなければならない。
理事会の構成（クラブ会則第８条１項）
　　理事会の構成は、会長、前会長、第１副会長、第２副会長（副会長は複数）幹事会計、ライオン・テーマ（設置は任意）・テール・ツイスター（設置は任意）、会員理事・及び会員理事、１年理事、２年理事とする。
　　クラブ役員の資格は、グッド・スタンディングの正会員、または終身会員で正会員の義務・権利を履行している終身会員のほかは役員に選出されない。
１・総ての理事の中で、１年目就任理事を＜１年理事＞就任２年目の理事を＜２年理事＞と呼称。（１９９４年４月２７日開催第４回複合地区会則委員長連絡会議承認）
２・１年理事を除くすべの役員は任期１年で、前会長・１年理事、並びに会員副委員長から昇格する会員理事を除いて毎年選出され、７月１日に就任する。

３・理事の定数については、従来１項に「少なくとも４名」という下限の表示があったが会則変更で（１９９５年度版）より表示の総てが無くなった。
　　　 理事の定足数はクラブ規模によって独自に決めること。（理事会・例会承認要）

４・クラブによって理事会構成員以外に「副」を置くことがあるが、あくまでその該当クラブの私的なもので、公的には適用されない。同様に「元会長」のように「元」も同様である。　　「副」正式適用は副会長、「元」正式適用は元地区ガバナー。
５・理事会の性格上議長である会長を含め構成員数を奇数にしておくことが望ましい。可否同数の場合、会長の判断で決議出来るという意味合いを持つためである。しかし、可否同数の場合は、議長判断再検討する事がクラブ運営の円滑化となる。

６・会則上、ライオンテーマ・テールツイスターの設置は任意となっているが,

日本のライオンズクラブの運営上設置する事が望ましい（３３５複合地区会則委員会発信）
会員理事（クラブ会則・付則第２条１項（ｆ）・第４条６項）

　　クラブ会員委員会の機構変更に伴い（１９９０年年度より実施）新たにクラブ　

理事会構成員に加わった役職。（クラブ会則・付則第４条６項）

会員委員会は選出された３年任期の３名の委員から構成される。

各委員は、ローテーション・システムによって３年間務めるが、残る任期の継続

についてはクラブ理事会が毎年確認しなければならない。
１年目の委員は委員会の委員・職責課題は会員増強。

２年目の委員は委員会の副委員長・職責課題は会員維持と指導力育成。

３年目の委員は委員会の委員長・職責課題は会員理事職責とエクステンション。

（クラブ付則第２条（ｆ）（７））

ゾーン・チェアパーソンがゾーン・レベル単位の会員委員会を必要とした場合

委員としてゾーン単位の会員増強・リテンションに対しの委員会委員となる。
理事会の種類（クラブ会則・付則第３条７・８項）
　　１・準備理事会

　　　　クラブ次期役員が選出されると、次期会長は速やかに準備理事会を開催し向こう１年間の運営・事業方針等の計画立案を立て検討・協議する事を目的とした理事会。

　　　　この理事会決議は、理事会構成員が正式に就任（７月１日）するまでは現クラブ運営に拘束するような決議、その他活動する事は出来ないが、次年度の計画等を検討し仮決議をする事は許される。その仮決議は第１回（正式就任以降）において正式に採決する。
　　２・定例理事会

　　　　定例理事会は、理事会の決定する日時・場所で開催し、月１回以上開催するよう奨励されている。クラブ決議執行機関である理事会は、月１回以上開催する必要がある。
　　　　準備理事会において、定例理事会の年間開催日程・場所を列記し承認を得る。
　　　　クラブ理事会は、クラブ運営の施策を立て、これを決議執行機関であり、職責と責務を果す会合である。
　　３・臨時理事会

　　　　会長又は３名以上の理事会構成員の要求があったとき、会長が決定する日時及び場所で開催する。

理事会の任務と権限（クラブ会則第８条３項）
　　　　理事会はクラブの執行機関であって、クラブにより承認された施策を各役員（担当理事）を通じて実施する責任を持つ。総てのクラブの新企画及び新施策は先ず理事会で検討の上クラブ定例あるいは特別会合に提案され、承認を得なければならない。
　　１・立法は、全員の合意によってなされ、行政は理事会が執行せれていくと考えればよい。

　　　　既に合意されている事項は承認を受ける必要はないが、これを変更したり、あるいは新しく企画することは全員の合意を得なければならない。

　　　　理事会専決事項については例会を討議の場とすることはないと思われるが、例会に報告し、承認を求めることが肝要であろう。
　　２・突発事項についての臨機応変な処置については、「誰しもが正当に考える通りの行動」をすれば事後報告になっても承諾を得るのではないか。その為にも適用会則・慣例を熟知するべきである。
　　３・「１から１０まで総て全員の承認が無ければ事が進まない」と頑固に考えるより、会長始め各役員が、それぞれの立場で会員と緊密なコミュニケーションを取り信頼する理事会を作り上げる努力をする。
理事会専決事項

　Ａ・人事

　　１・新会員の招請入会承認（クラブ会則第３条２項）

　　２・不在会員・優待会員の承認（クラブ付則第１条１項（２）（４））

　　３・会員再入会の承認（クラブ付則第１条４項）

　　４・会員転籍と転籍会員入会承認（クラブ付則第１条５項）
　　５・会員退会の承認（クラブ付則第１条３項）

　　６・会員資格喪失の決定と承認（クラブ会則第４条）

　　７・役員の欠員補充の決定と承認（クラブ付則第４条９項）
　　８・賛助会員・準会員の招請入会承認（クラブ付則第１条６項７項）

　　９・終身会員の承認（クラブ付則第１条（５））（国際理事会承認）
　１０・名誉会員の招請入会承認（クラブ付則第１条（３））

　１１・支部会員の招請承認（クラブ会則第６条）

　１２・地区・複合地区並びに国際大会に派遣する代議員及び補欠の任命承認
（クラブ会則第９条）

　１３・地区役員・委員の出向者の承認（正会員の権利の履行）
　Ｂ・財務

　　１・転籍会員・再入会会員の入会金、又は金額免除の決定と承認。
（クラブ付則第５条１項）
　　２・会費前納時期の認定の承認。（クラブ付則第５条２項）
　　３・総ての支出に関する認否。（クラブ会則第８条３項（ｂ））
　　４・年１回の、又は理事会が必要と認めてたときクラブ会計及び執行について監査請求の承認。（クラブ会則第８条３項（ｄ））
　Ｃ・運営
　　１・理事会の日時・場所の決定承認。（クラブ付則第３条７項）

　　２・指名会の日時・場所の決定承認。（クラブ付則第４条１項）

　　３・選挙会の日時・場所の決定承認。（クラブ付則第４条４項）

　　４・特別会合の日時・場所の決定承認。（クラブ付則第３条２項）
　　５・特別委員会設置の承認。（クラブ付則第７条２項）

例会で承認を要する事項
　　１・入会金・会費・会食費・会員拠出額の決定承認。

　　２・アクティビティの含むすべての新企画・新施策の任命承認。

　　３・地区・複合地区並びに国際大会派遣代議員及び補欠の任命承認。（国際会則第６条第２項・国際会則・付則第５条第８項・クラブ会則第９条１項２項）
　　４・定例例会開催の日時・場所の決定承認。（クラブ付則第３条１項）

　　５・クラブ会則・内規の設定及び改正承認。（クラブ付則第１０条１項２項・クラブ会則第１１条１項２項）
　　６・予算書の承認。（クラブ会則第８条３項（ｄ）・クラブ付則第２条（ｃ）（４））

　　７・決算書の承認・剰余金処分案の承認。（同上）
　　
８・終身会員の推薦承認。（クラブ付則第１条（５））

　　９・名誉会員の推薦承認。（クラブ付則第１条（３））

尚、理事会決議事項で例会承認を必要としない事項は、理事会報告として例会に提出し同意を求めること。例会承認だけの事項も理事会提案し、例会へ提出するのが望ましい。

関連事項
　　１・ライオンズクラブの財務の執行者はクラブ理事会にあるが、その具体的な職務は会費の徴収は幹事、現金・預金の保管・管理は会計、予算案の作成は財務委員会、ファインの徴収はテール・ツイスター、クラブ備品及びそれに類する財産はライオン・テーマが管理責任者。

　　２・クラブ会計の執行者として理事会が専決し得るのは、運営予算・会食費会計の執行の範囲に限られていると解釈すべきで、アクティビティを含む新企画・新施策に対する支出は、理事会で検討立案の上クラブ定例、あるいは特別会合に提案され、承認を得なければならない。（クラブ会則第８条３項（ａ））
　　３・理事会は、本クラブの現在の収入を超過する債務を負ってはならない。又クラブの承認した企画・施策に反する目的の為にクラブの資金を支出することを承認してはならない。

　　　　（クラブ付則第８条３項（ｂ））
　　４・理事会の諮問機関でありクラブ会合中に経常経費以外の臨時支出の要請又は提案された場合、全て理事会に付託される。（クラブ付則第９条６項）
　　５・ファインは、クラブ理事会でその額を決めなくてはならない。又理事会の定める額を超えてはならないし、同一会場において同一会員に２回を超えて課してはならない。

（クラブ付則第２条（ｈ））

　　６・会員でない者に対して、会合の席で寄付を求めることは出来ない。
（クラブ付則第９条６項）
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